
AGS Group令和８年度税制改正大綱の概要
本資料の内容は、令和８年度税制改正大綱（令和７年12月19日与党公表）に基づき、弊社内にて検討のうえ概要を

取りまとめたものです。今後公表される最終法案等にて本資料の内容から変更となる場合があることにご留意ください。

一言解説

適用時期 令和９年分以後の所得税について適用

極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置の見直し

１．概要

⑴ 所得税は総合課税を行う給与・事業所得等については、所得が高額になるほど税率が上昇する累進課税（最大45%）を採用している一

方、租税特別措置法の規定により、分離課税が適用される株式・不動産等の譲渡所得は税率が一律15％となっており、高額所得者ほど

これら分離課税が適用される所得の、所得全体に占める割合が大きいことから、税負担率が低くなる傾向があることが課税上の課題とし

て挙げられておりました。

⑵ 上記を是正するため、令和５年度税制改正において極めて高い水準の所得に対する負担の適正化に係る措置が導入されましたが、更な

る税負担の公平性の確保を図る観点から、この規定が適用される特例対象者について、特別控除額の引き下げ（3.3億円から1.65億円）、

税率の引き上げ(22.5%から30%）が行われます。

２．改正の内容

現行 改正案

① 通常の所得税額

② （基準所得金額※ － 特別控除額（3.3億円）） × 22.5％

②が①を上回る場合に限り、差額分を申告納税

① 通常の所得税額

② （基準所得金額※ － 特別控除額（1.65億円）） × 30％

②が①を上回る場合に限り、差額分を申告納税

※ 基準所得金額とは、給与所得・事業所得・株式等の譲渡所得、土地建物の譲渡所得、その他の各種所得を合算した所得金額（申告不要制度を適用しな

い金額）をいいます。

極めて高い水準の所得に対する追加負担について、特別控除額の引き下げと税率の引き上げが行われます。
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